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共通農業政策の財政と加盟国の農家経済 

 

１ はじめに 

 

1970 年代以降に発生した構造的な農産物の過剰処理問題は、EU の農業財政を膨張させ

る一方、GATT ウルグアイラウンドにおける交渉の大きな争点となった。これを背景とし

て、EUは 1992年に本格的な農政改革を打ち出した。すなわち、農畜産物の支持価格を引

き下げ、それにより生じる農業所得の減少を直接支払いで補填する措置である。域内の支

持価格を国際価格に近付けることで、過剰農産物の補助金付き輸出を削減するとともに、

域内の需要を喚起することがねらいであった。少なくとも 1980年代にピークに達したGDP

に占める農業歳出の割合は低下し始めた。しかしながら、引き続き行われた支持価格の引

き下げとそれに伴う直接支払いの増額、穀物・油糧種子・たんぱく源作物と牛肉や羊肉で

始まった部門別の改革に加え、これまで生産調整に取り組んできた酪農や砂糖などの部門

改革などを進め、価格支持の全面的な後退により歳出は拡大している。 

 

しかし、農業歳出への圧力は次第に高まってきた。その背景には、１つに 1999年に始ま

った通貨同盟が各国の財政規律を強め、EUに対する純拠出国を中心に EU財政の抑制を強

く迫ったこと、２つに中東欧 12カ国の新規加盟により EUの財政負担が拡大すること、３

つに 2000年欧州理事会が EUの競争力強化を謳うリスボン戦略を打ち出すなど、新たな政

策分野への財政投入が要請されたことがある。共通農業政策の行方は EU の財政論議に大

きく規定されるのが現状である。 

 

本稿では EU 財政の動向について概観しながら、農業歳出の主要部分をなす直接支払制

度の現状を確認し、各国農家経済への影響を捉えたい。これらを通して共通農業政策の行

方を展望する上で重要な論点を示したい。 

 

２ EU の財政 

 

 １） EU の財源 

EUの年間予算はおよそ 1,000億ユーロに達するが、域内全体の公共歳出の 2.5％に満た

ない1。 

EU の財源は伝統的固有財源と称される域外諸国からの輸入品に課す関税収入 173 億ユ

ーロ（歳入総額の 15％）、加盟国の付加価値税課税標準に対する一律の税率に基づく税収

                                                  
1 European Commission, reforming the budget, changing Europe a Public Consultation paper in view of the 

2008/2009 budget review. Communication from the Commission. SEC(2007) 1188 final, 2007. 
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178億ユーロ（同 15％）、加盟各国の国民総収入（GNI）の一律割合（0.73％）による歳入

800 億ユーロ（69％）で構成される2。その他収入として、EU 職員の報酬から得られる税

収、EU プログラムに対する非加盟国の分担金、競争に関する法令に違反した企業に対す

る課徴金などが 13億ユーロ（同、約１％）ある。 

 

歳出の伸びに合わせて財政基盤は強化されてきた。1996年には付加価値税収の割合は全

体の 51％であったが、2005 年には 14％に下落、他方で 1988 年に導入された GNI に基づ

く加盟国の分担額の同じく 30％から 75％に増加した。 

 

付加価値税ベースの分担金の仕組みには２つの難点がある。１つは財源としての安定性

に欠けることである。すなわち、EU の歳出の増大に合わせて税率を引きあげることは困

難なことであり、一般に経済成長率に対して税収の伸び率が小さいためである。２つめは

負担の公平性である。経済的に豊かな国ほど GNIに占める消費の割合が小さいため、負担

が軽減されるという逆進性がある。また、純輸出国で貯蓄率が高いと有利である。付加価

値税ベースの財源に対して、GNI収入ベースの財源の割合を高めることは加盟国間の公正

を高める目的がある。 

 

しかし、EU 財源が加盟国の政府予算からの移転に強く依存するようになったことで、

EU 独自財源とは言っても加盟国側では「拠出 contribution」の意識が強まった。国内政策

を犠牲に EU財源を捻出すると観念され、拠出に対する見返りがしばしば期待される。EU

財政の安定には加盟国を介しない納税者との直接的なつながりが求められている3。 

 

EU財源をめぐる加盟国の拠出と受益のバランスは、特に 1973年にイギリスが加盟して

から、常に問題とされてきた。EU 財政の過半が共通農業政策に費やされたが、イギリス

の食料供給は輸入に大きく依存していたため、イギリスにおける共通農業政策の歳出が小

さかったからである。このため、1984年以降、加盟国の負担額の補正が行われてきた。以

降、イギリスは GNI と付加価値税に基づく負担金とイギリス向けの歳出の差額の 66％の

払い戻しを受けている。イギリスへの払い戻し分には、その他の加盟国が EU 財政の負担

割合に応じて負担する。また、他にもオランダ、スウェーデンに対して一定額の払い戻し、

オランダ、スウェーデン、ドイツ、オーストリアに対して付加価値税率の軽減が行われて

いる4。 

 

                                                  
2 European Commission, The European Union budget at a glance. 2007. 
3 European Commission, European Union Public Finance. 4th edition. 2008. p.146. 
4 Ibid., p.142. 
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図１ EU の歳入の推移 

出所：European Commission, EU budget 2007 Financial report, 2008.3 

 

 

イギリスに対する払戻金をめぐって、2007年以降の財政枠組みにかかる提案の一環とし

て欧州委員会は欧州理事会で本格的な議論にむけた具体的な提案を行った。抜本的な見直

しは先送りされたが、見直しには十分な論拠が示されている5。１つは、特別な払い戻し制

度をイギリスにだけ適用しているが、イギリスとそん色ない GNI水準の純拠出国が他にも

あること、２つは、EU 拡大に伴いイギリスに対する負担額の補正によりイギリスは拠出

超過の程度が純拠出国の中で最も小さくなっていること、である。イギリスに対する払い

戻しの根拠となった 1984年フォンテンブロー合意では「過大な負担を被る加盟国に対して

しかるべき時期に補正を受けることができる」としており、加盟国に共通に適用するルー 

ルに一本化することが望まれている。また、イギリスは EU拡大の主要な推進国であり、 

拡大のコストを公正に負担していないと批判を受けている。払い戻しの仕組みは複雑な制 

                                                  
5 Ibid., p.106. 
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度で透明性に欠けるとして、欧州委員会は常々、制度見直しの重要性を主張してきた6。 

 

 ２） 財政規律と農業政策 

EU の重要な財政規律として、第１に条約上に赤字を出すことが認められない。このた

め、国債などによる借入は認められず、年々の歳入ですべての歳出を賄わねばならない。

第２は、加盟国政府および加盟国議会との合意に基づいた歳入のシーリングである。現行

では EUの国民総収入（GNI）の 1.24％、およそ EU市民１人当たり 293ユーロに設定され

ている。第３は、欧州議会、閣僚理事会、欧州委員会の３機関で合意した中期の財政枠組

み（Financial Framework）における費目ごとの歳出のシーリングである（期間は 1988-92

年、1993-99年、2000-06年、2007-2013年）。以下では、農業財政の動向を念頭に置きつつ、

EUの財政枠組みの推移を概観する。 

 

共通農業政策にかかる歳出は 1980年代に大きく伸び、EU域内の GDPに対して 0.6％の

水準に達した（図２）。1980 年代はさまざまな EU 共通政策が創設もしくは拡充される時

期であった。欧州社会基金や欧州地域開発基金の見直し（それぞれ 1983年、1984年）、共

通漁業政策の創設（1981年）、EU研究助成プログラム「エスプリ」（1984年）や地中海総

合プログラム（1985年）の実施決定などである。また、1986年のスペインとポルトガルの

加盟は EU 予算の純受益国を増やした。このような新たな財源を要する時期に、共通農業

政策への歳出は 1982～1986年の間に 16％/年で増加し、歳出が当初予算額を上回る事態が

続いた7。 

 

 1988 年欧州理事会は EU 財政改革の大枠について採択した。主な内容は 1988～1992 年

の EU 政策の遂行に必要な財源の確保、加盟国の負担の公平性、農業歳出の効果的な抑制

の３点である。すなわち、固有財源のシーリングを EUの総 GDIに占める割合による表示

を導入し、1988年の 1.5％から 1992年の 1.20％へ拡充したこと、あらたな財源として加盟

国の GDPに応じた負担金を導入したことである。これらにより、中期的な財源を確保する

とともに、加盟国負担の公平性を高めた。また、欧州議会、欧州理事会、欧州委員会の３

機関による機関間合意（the Interinstitutional Agreement）は財政規律に関する３機関の責任

分担を明確化した。その１つが 1988～92 年の財政枠組みの決定である8。ここで農業につ

いては歳出の伸びが EU の GNP 成長率の 74％を超えないという農業ガイドラインが定め

                                                  
6 払い戻しの仕組みがあることで、EUからの受益を最大化することが目的化し加盟国間の軋轢を生んだ

り、EU歳出の意味や EUへの参加に対する利害について世論を掻き立てると欧州委員会は批判する

（European Commission, reforming the budget, changing Europe a Public Consultation paper in view of the 

2008/2009 budget review. Communication from the Commission. SEC(2007) 1188 final, 2007.） 

7 European Commission, op. cit., 2008. p, 31. 
8 1988年以降合意されてきた多年度にわたる財政枠組みは機関間合意の内容であり、これまで規則等に

よる法的拘束性はなかったが、2007年 12月に合意したリスボン条約に初めて盛り込まれることとなった

（European Commission, ibim, p.132.）。 
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られた。 

 EU 歳出の安定については、2000～2006 年の財政枠組みに関する議論において加盟国が

最も大きな関心事のひとつとした。その背景には 1999年にスタートした通貨同盟により加

盟国財政に厳しい規律が課せられたこと、中東欧諸国の新規加盟が見込まれることがあっ

た。これら諸国には、加盟後に拠出を上回る受益が求められる。特に、EU に対する拠出

に対して見返りの小さい純拠出国（特に、ドイツ、オランダ、オーストリア、スウェーデ

ン）が EU財政の負担問題について、強い関心を払った。 

 

EU歳出の安定に関する調整は、EU財政の約 45％を占める農業財政の枠組みに大きく影

響した。1999年 3月ベルリン欧州理事会では、農業ガイドラインを廃止し農業歳出を 1999

年の予算水準とほぼ同額とするより厳しい歳出制限が合意され、歳出の抑制には、欧州委

員会が提案した支持価格の引下げ率を削減し直接支払いによる所得補填額を圧縮、また酪

農分野の改革の先送りにより図られた9。 

 

３ CAP の財政枠組みとその推移 

 

 １） 2007-13 年財政枠組みと CAP 財政 

 2007～2013 年財政枠組みの議論は、対内的には 2003 年に欧州理事会が採択した欧州憲

法条約の批准作業の失敗（フランス、オランダにおける国民投票による否決）による EU

の制度、政治面における先行き不透明、対外的にはとりわけイラク戦争にみる主要な国際

問題に関する加盟国間の不一致を背景に進められた10。 

 

財政枠組みを決める上で重要なのが、拡大 EU における財源問題である。2004 年に 10

カ国が加盟したことで人口は 30％増加したが GDP５％しか増加しない。農業者の数は５割

増となり、加盟国間の所得格差は大きく広がる。他方、欧州委員会の提案に先立ち、2003

年 12月、EU財政の純拠出国であるドイツ、フランス、オランダ、オーストリア、スウェ

ーデン、イギリスの６カ国は欧州委員会に対して、2007～2013 年の財政枠組みにおいて、

歳出規模は EUの GNI比で 1.00％を超えるべきではないとした「６カ国書簡（The letter of 

the six）」を宛てた。 

 

表１は 2007-13年財政枠組みについて、2004年 7月欧州委員会提案から 2006年 5月の

機関間合意までの変遷である。欧州委員会提案に対して最終合意は全体で 13％の削減をみ

た11。提案が同期間の予算を EU27カ国の GNI比 1.20％としたが、最終的な合意では 1.05％

                                                  
9 Ibim., p. 83. 
10 Ibim., p. 99. 
11 特に農村振興政策をめぐる財政枠組みに関する議論にについて拙稿「EUの新たな農村振興政策 －理

念と現実－」（http://www.maff.go.jp/kaigai/shokuryo/17/europe_07.pdf）を参照されたい。 
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となった。各年の配分を見ると、2007年の GNI比 1.10%から 2013年の 1.01％へ減少する。

これは EU 拡大に伴う支出の増大や、新規加盟国における共通政策の段階的適用を見込ん

だ予算配分である。2013 年以降の財政枠組みを仮に 2013 年水準に安定化させるというこ

とでも、期間内の総額は 2007～13年の GNI比 1.05％を割り込むことが見込まれる12。 

 

さて、欧州委員会の提案による歳出額が各項目において、財政枠組み交渉の中で大幅に

削減されたのに対して、農業歳出のみがこれを逃れた。これは、2002年ルクセンブルク欧

州理事会が 2007年以降の農業歳出についてあらかじめシーリングを設定したためである。

しかし、2000-06 年の財政枠組みまでは「農業」が第１の項目として独立し、下位項目と

して「共通農業政策」「農村振興」が設けられたが、2007-13年財政枠組みでは共通農業政

策の関連費目は第２の項目「自然資源の保全管理」の下位項目に位置付けられた。 

 

表１ 2007-13 年中期財政枠組み：委員会提案から最終合意まで

（億ユーロ）

委員会
提案

議長国
決議案

理事会
合意

最終合意

2004.7. 2005.6. 2006.12. 2006.5.

持続的成長 4,580 4,467 3,797 3,821 -17

競争力 1,217 1,106 721 741 -39

結束（cohesion) 3,363 3,363 3,076 3,080 -8

自然資源 4,001 3,923 3,712 3,713 -7

うち共通農業政策 3,011 2,931 2,931 2,931 -3

市民・自由・安全・公正 147 161 103 108 -27

自由、安全、厚生 92 93 66 66 -28

市民権 55 67 36 41 -25

グローバルプレーヤーとしてのEU 612 624 485 495 -19

行政費 577 548 503 498 -14

新規加盟国に対する補償金 8 8 8 8 0

計 9,927 9,733 8,608 8,643 -13

1.20 1.18 1.05 1.05

資料：European Commission, European Union Public Finance. 4th edition. 2008.

委員会
提案との
差（％）

EU27のGNI比　（％）

 

 

表２、表３はそれぞれ 2000－2006年と 2007－2013年の財政枠組みにおける共通農業政

策関連のシーリングである。第１の柱（第１ピラー）、すなわち 2000-2006年の共通農業政

策、2007-2013年の市場関連支出および直接助成のシーリング枠は 2006年 455億ユーロに

対して、2013年 462億ユーロであり抑制的である。なお、モデュレーション（直接支払い

の一部を減額し、農村振興の財源に振り向ける措置）が含まれる。 

 

 新規加盟国に対する直接支払い水準の漸次引き上げにより、支出が第１の柱の予算シー

リングを上回ることが見込まれれば、単一支払い単価の引き下げで調整されなければなら

                                                  
12 Ibim., p. 110. 
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第２表　CAPの2000-2006財政枠組み
（100万ユーロ）

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 計

項目１　農業 41,738 44,530 46,587 47,378 49,305 51,439 52,618 333,595

　１ａ　共通農業政策 37,352 40,035 41,992 42,680 42,769 44,598 45,502 294,928

　１ｂ　農村振興 4,386 4,495 4,595 4,698 6,536 6,841 7,116 38,667

2006年予算技術的調整済み

資料：European Commission, EU budget 2007 Financial Report.2008.

第３表　CAPの2007-2013財政枠組み
（100万ユーロ）

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 計

項目２ 自然資源の保
全・管理

55,143 59,193 59,639 60,113 60,338 60,810 61,289 416,525

うち　農村振興 10,902 13,303 13,402 13,453 13,679 13,635 13,580 91,954

うち　市場関連支出お
よび直接助成

44,753 44,592 44,845 45,226 45,183 45,165 46,161 315,925

2007年予算技術的調整済み

資料：European Commission, Commission staff working document accompanying the 1st Financial report from the

commission to the European parliament and the Council on the European Agricultural Guarantee Fund, 2007 financil

year, COM (2008) 587 final, 2008.

ない。2002年ルクセンブルク欧州理事会が合意した財政規律では、予算シーリングと支出

の差が３億ユーロ以内となった時に、欧州委員会はその差３億ユーロを維持するための調

整措置、すなわち、助成水準の引き下げを行うことになっている13。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２） CAP歳出の推移 

若干、EU 共通農業政策について、たどっておこう。1958 年に６カ国からスタートした

現在の EU は，当時，域内の食料需要を十分満たせていない。例えば，穀物自給率につい

て，フランスでは 100％に達していたものの，ドイツでは 60％強，オランダでは 30％程度

であった。それが今日のような大輸出国にまでになったのは，収量増加をもたらした技術

進歩に加え，国境措置や価格支持による保護農政によるところが大きい。 

 

域内で自給を達成すると，農産物過剰の時代の到来である。1980年代になると生産調整

の手段として，牛乳には生産割当て制度が，穀物などには支持価格の引下げや過剰処理費

用の生産者への転嫁が，地中海産品として重要なブドウやオリーブについては廃園への奨

励金が導入された。さまざまな生産調整策が実施されたにもかかわらず，1980年代を通じ

て過剰生産は一向に解消されず、問題は深刻化した。 

 

                                                  
13 Loyat J.,Petit Y., La politique agricole commune. Une politique en mutation (3eme édition). Documentation 

française, 2008.p.170. および Council Regulation (EC) No 1782/2003. 
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図 2 CAP歳出の推移 

資料：European Commission, The “Health Check” of the CAP reform:Legislative proposals 

 

その間，過剰農産物の処理のために実施した補助金付きの輸出は，世界一の農産物輸出

国であったアメリカの市場を侵食し，深刻な貿易摩擦問題に発展する一方，EU の財政負

担は膨張し続けた。1986年に始まるガット・ウルグアイラウンドの大きな争点の１つが，

アメリカと EU の農産物貿易摩擦であった。特に，国際農産物貿易に悪影響を及ぼす輸出

補助金や関税以外の国境措置，価格体系をゆがめるような国内の補助金について，それら

の廃止や削減が交渉の中心となった。 

 

 ウルグアイラウンドの交渉が終盤に差し掛かる 1992年，EUは劇的な農政改革を決定し

た。それは，穀物や牛肉について支持価格を大幅に引下げる一方，農家が被る所得の減少

を直接支払いで補填することであった。域内の支持水準を引下げることで，ひとつに域内

価格が国際価格に近づくため輸出補助金の支出を削減し貿易摩擦を緩和させることができ

る。また，穀物価格が下がることで，輸入穀物代替品に対して，飼料用の域内産穀物の需

要を喚起することができる。図２にみるように輸出補助金や価格支持にかかる経費は大幅

に減少し，直接支払いが EU農業歳出の主要経費となった。 

 

1999年にはアジェンダ 2000（中東欧の新規加盟をにらんだ EU戦略）の一環として，農

政改革が推進された。穀物や牛肉についてさらに支持価格を引下げ，直接支払いの給付額

を積み増す内容であった。しかし，92年改革と違って，支持価格の引下げによる所得の減 

少分について，50％相当が補填されるに過ぎない。域内の支持水準を引き下げ，輸出補助
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金のいっそうの削減をねらう一方，生産者に対する所得補填を圧縮し，中長期的な歳出抑

制を盛り込んだ農政改革であった。 

 

2003年の農政改革では，過去の直接支払いの給付額を基礎とし生産と切り離した単一支

払制度が導入された。いわゆる「デカップリング」型直接支払いである。畜産部門も含め

た品目横断的な直接支払制度で，これにより生産者は作目や飼養頭数に関係なく直接支払

いの給付を受ける。EUは直接支払いの「デカップリング」に踏み切ることで，WTOにお

いて許容された国内補助金に転換することが可能になった。このとき，支払いを受けるに

は環境保護，公衆衛生，家畜衛生・植物防疫，動物福祉の分野に関する EU 法令の順守と

各国が定める農業生産上および環境保全上必要な営農手法の順守が求められる（クロスコ

ンプライアンス）。また、これまで改革の手が付けられてこなかったコメや乳製品，砂糖、

ワインなどの分野でも，2003年以降，支持価格の引下げを始めとした改革が実施された。 

 

図２は 1980 年以降の CAP の歳出の推移が費目ごとに表わされている。EU 加盟国の拡

大もさることながら、CAPの歳出は拡大し続けてきた。図から明らかなように、EUの GDP

に対して最も CAP歳出の割合が高かったのが、農産物過剰に見舞われた 1980年代であっ

た。1992 年改革による直接支払いの導入や 2003 年改革による直接支払いのデカップリン

グの決定が歳出費目の変化に表れている。 

 

 ３） 国別にみた CAP歳出 

 図３は 2007年について国別の CAP歳出を示す。最も CAP歳出の恩恵を受けているのが

フランスで 103億ユーロ、CAP歳出の 19.5％を占める。これにドイツ（69億ユーロ、13.0％）、

スペイン（66億ユーロ、12.5％）イタリア（58億ユーロ、11.0％）が続く。フランスの特

徴は上位４カ国のうち他の３カ国に対して、EU の農業生産額に自国が占める割合に比べ

て直接支払いの総額の割合が上回ることにある（表４）。フランスは EU随一の農業生産大

国であるが、穀物や牛肉など CAPによる価格支持や財政支援を必要とする農産物に特化す

る傾向があるためである。他方、新規加盟の中東欧諸国に対して CAPからの歳出は 11.7％

に過ぎない。新規加盟国における直接支払いの給付は 2004 年の EU15 カ国の 25％水準か

ら開始され、2005年 30％、2006年 35％、2007年 40％、以降毎年 10％ずつ引き上げられ、

2013年に EU15カ国と同水準になる。 

 

 EU15 カ国において CAP 歳出に対して第２の柱（第 2 ピラー）、すなわち農村振興が占

める割合は 15.4％であるが、ポルトガルの 42.9％からデンマークの 0.1％までその差は大き

い。フィンランド（38.8％）、オーストリア（32.9％）、スウェーデン（29.7％）の 1995 年

加盟国で農村振興の構成比が大きい。いずれも、寒冷地域もしくは山間地域に農業地帯を

抱えるため、 
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図３ 国別の EU農業歳出 

 

 

 

 

第４表　　農業生産額と直接支払いにみるEU主要国の占める割合

（％）
EU15 フランス スペイン ドイツ イタリア イギリス ５カ国計

農業生産額　　（2004年） 100 21.6 14.6 14.7 15.3 8.2 74.4

直接支払い 　 （2004年） 100 25.3 13.2 18.1 12.6 10.3 79.5

直接支払い  　（2007年） 100 26.5 11.2 17.8 9.4 12.6 77.5

資料：Boinon J-P., Kroll J-C., Lépicier D., Leseigneur A., Viallon J-B., La mise en œuvre des DPU dans les Etats

membres de l’Union européenne. Notes et études économique. N.31, Juillet 2008.

表４ 農業生産額と直接支払いにみる EU主要国の占める割合 
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条件不利地域助成や農業環境支払いを通じた所得確保を目指している。なお、CAP歳出の

帰属が大きいフランス、ドイツ、スペイン、イタリアにおける農村振興の構成比はそれぞ

れ、10.2％、17.3％、10.5％、16.6％である。 

 

４ 各種政策措置と財政支出 

 

 １） 農村振興政策における財政支出 

 2000-2006年におけるEU15カ国の農村振興政策に関する財政支出は 329億ユーロであっ

た（表５）。支出額の上位はフランス 16.7％、ドイツ 16.6％、イタリア 14.1％であった。第

１ピラーで講じられる施策は全額 EU の歳出となるが、第１ピラー、すなわち、農村振興

では加盟国と EUのマッチングファンドで実施される。EUの負担率は各種施策や施策が講

じられる地域により異なる。 

 

 最も重点的な施策が、農業環境支払い 43.6％と条件不利地域助成 20.8％である。ただ、

ともに加盟国固有の立地条件や環境問題を反映して、それぞれの構成比は大きく異なる。 

 

農村振興にかかる財政支出のうち、スウェーデン、オーストリアでは農業環境支払いに

対し、それぞれ 84％、65.4％を投じた。他方、アイルランド、ギリシャではそれぞれ 7.1％、

9.5％に過ぎない。条件不利地域助成では、アイルランド、フィンランドでそれぞれ 49.6％、

41.1％と EU15カ国平均を大きく上回る割合の支出を行った。 

 

加盟国が重点化した施策、もしくは特定の加盟国の支出が際立つ施策を挙げてみよう。

第１はギリシャ、アイルランド、スペインによる早期引退奨励がある。この３カ国で全体

第５表　　EU15カ国における農村振興（2000-2006）の支出構成

（％）

投資助成・青
年農業者・技

能研修

早期引退
奨励

条件不利
地域助成

農業環境
支払い

農産物加
工販売促
進

林野関連
措置

地域振興・
適応推進

その他 計 支出総額
（100万€）

構成比
（％）

ベルギー 26.0 6.5 0.4 28.1 11.7 2.6 6.1 18.6 100 329 1.0

デンマーク 6.6 1.6 1.1 44.2 3.2 13.9 9.0 20.4 100 330 1.0

ドイツ 3.6 0.1 16.7 49.9 2.7 4.5 22.0 0.4 100 5,462 16.6

アイルランド 0.0 19.7 49.6 7.1 0.0 23.3 0.0 0.4 100 2,431 7.4

ギリシャ 0.0 53.1 27.1 9.5 0.0 5.9 0.0 4.5 100 1,029 3.1

スペイン 5.1 8.4 13.1 25.7 8.9 22.1 16.2 0.5 100 3,607 11.0

フランス 10.8 2.2 29.3 28.6 5.0 6.3 12.9 4.7 100 5,502 16.7

イタリア 15.7 0.4 7.4 50.9 5.5 12.2 7.3 0.5 100 4,632 14.1

ルクセンブルク 27.0 0.0 25.9 44.0 1.5 0.6 0.7 0.3 100 90 0.3

オランダ 4.0 0.0 0.5 18.6 0.1 2.1 74.0 0.7 100 434 1.3

オーストリア 6.5 0.0 21.2 65.4 1.4 1.9 3.6 0.0 100 3,258 9.9

ポルトガル 0.0 3.6 32.0 44.7 0.0 18.6 0.0 1.2 100 1,255 3.8

フィンランド 1.1 5.9 41.1 47.3 0.0 1.7 2.9 0.0 100 2,231 6.8

スウェーデン 5.4 0.0 8.1 84.0 0.6 0.0 1.5 0.4 100 1,155 3.5

イギリス 1.5 0.0 29.4 43.4 2.3 15.8 7.4 0.1 100 1,194 3.6

EU15 6.6 4.5 20.8 43.6 3.4 9.0 10.6 1.3 100 32,939 100.0

資料：Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2007.

 

表５ EU15 カ国における農村振興（2000-2006）の支出構成 
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の４分の３以上を支出した。特にギリシャでは農村振興にかかる支出の 53.1％を早期引退

奨励に投じた。早期引退奨励とは、年金給付開始年齢の前に農業者をリタイアさせ、構造

調整をスピードアップさせる措置で、引退者には健喜給付開始年齢までの間、つなぎ年金

が支給される。第２はフランス、イタリアで 79.3％を支出した青年農業者助成である。特

にフランスは 45.3％を占める。青年農業者助成はもともとフランスで発達した制度であり、

今日でも若手農業者の定着促進は農業経営数を極力維持するための重要な政策手段となっ

ている。第３は農村地域の振興や適応推進に農村振興の財源の 74％を投じたオランダであ

る。ただし、国土の人口密度が高く、平坦な地域が広がり、集約的な園芸や畜産が発達し

たオランダでは、農村振興に対する歳出自体、相対的に小さい。 

 

以下、農村振興政策の中で最も支出割合が大きい農業環境支払いと条件不利地域助成につ

いて触れておこう。これらは後に見るように生産者の所得に直接に寄与する補助金である。 

 

２） 農業環境支払い 

EUにおける農業環境支払いはすでに20余年の実績をもつ。1985年に農業構造の効率改善

に関する理事会規則第797/85号が制定され、この中で生態系や景観について公益性が認め

られるセンシブルな区域に対する国内助成措置について定めた。ただし、その実施は加盟

国が任意に行うものであったため、十分に普及したとは言えない。 

 

農業環境支払いが本格的に開花するのは、1992年の理事会規則第2078/92号による。同規

則は家畜飼養の粗放的生産、水質や景観、生物多様性の保全、有機農業をはじめ、農業環

境支払いの対象範囲を拡大し、その実施を加盟国政府の義務とした。1992年には穀物や牛

肉などの支持価格を大幅に引き下げ、それによる所得の減少を直接支払いにより補てんす

る改革が行われた。このとき、農業環境支払いは農政改革を円滑に進めることを狙った早

期引退年金制度とともに、改革に随伴する措置として位置づけられた。すなわち、農政改

革を推進する上で環境に配慮した農業に対する新たな農業支援策としての位置づけである。 

 

助成金給付は慣行的な適正農業規範（usual good farming practice）の水準を越える営農行

為の実施について５年間約束する農業者を対象とし，ｱ）約束した行為によって被る所得の

減少や，ｲ）追加的な費用，および，ｳ）金銭的な誘因措置の必要性，に応じて助成額が算

定される仕組みである。面積当たりの上限額は，ｱ）単年作物 600ユーロ/ha，ｲ）特殊永年

作物 900 ユーロ/ha，ｳ）その他農地利用 450 ユーロ/ha，ｴ）希少家畜 200 ユーロ/LU（LU

は大家畜単位）である（現行規則第 1698/2005 号による）。加盟国はこれら要件の範囲内

で給付対象とする営農行為を設定し，対象行為の詳細や単価設定の根拠について EU 委員

会の承認を得る。対象とする営農行為や単価の設定の仕方は国により多様であり，国の主

導，州や地方の主導，さらに現場に近いレベルによる主導など，設計主体も多様である。 



 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 年 CAP 改革において、農村振興政策が価格や所得の支持を目指した市場政策とな

らぶ共通農業政策の第２の柱と位置付けられた。農村振興政策に関する理事会規則第

257/1999 号では、「優良農法規定や基礎的な法規の基準を超える環境サービスの提供の対

価を得る農業者」の役割が確認された。農村振興政策には農業生産にかかる投資助成のほ

か、青年農業者助成、条件不利地域助成、早期引退年金などがあるが、この中で農業環境

支払いは唯一すべての加盟国に実施が義務付けられた施策になっている。 

 

 1999年改革では 92年規則を踏襲しつつ，助成金給付の目的をア）環境，景観，自然資

源，土壌，遺伝的多様性の保護や改善に適う農地利用を増進すること，イ）環境に好まし

い粗放的な営農や集約度の低い放牧体系を増進すること，ウ）自然的価値が高く存続が危

第６表　EU諸国における農業環境支払いの実績 （2005年）

契約数 契約面積 給付総額
面積当たり
給付額

1,000 1,000ha 100万€ €/ha

ベルギー 36 23 38 133

チェコ 18 1,168 111 95

デンマーク 14 405 34 83

ドイツ 228 5,687 640 112

エストニア 7 492 22 45

アイルランド 47 1,695 251 148

ギリシャ 13 262 83 315

スペイン 108 3,016 200 66

フランス 251 7,807 433 55

イタリア 95 1,959 344 176

キプロス 0 6 0 62

ラトビア 5 119 15 124

リトアニア 1 20 6 279

ルクセンブルク 4 148 13 86

ハンガリー 24 - 174 -

マルタ 0 0 0 -

オランダ 11 180 40 223

オーストリア 634 6,192 351 105

ポーランド 4 144 9 65

ポルトガル 86 693 102 147

スロベニア 30 204 28 138

スロバキア 1 353 28 81

フィンランド 82 2,229 291 130

スウェーデン 136 3,063 253 83

イギリス 5 336 43 130

EU25 1,838 36,464 3,809 104

資料：European commission, Agriculture in the European Union - Statistical

and Economic Information 2007. 2008.
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ぶまれる営農空間を保全すること，エ）農用地の農地景観や歴史的特性を維持すること，

オ）農作業に環境計画を活用することとした。さらに 2003年の CAP中間見直しでは，助

成金給付にかかる経費について EUの負担割合を域内の後発地域では 80％，その他の地域

では 60％に引き上げた。EU規則による目的規定はより一般化し，加盟国レベルの政策設

計の裁量がいっそう大きくなる一方，EUは負担比率を引き上げ加盟国による政策推進を

奨励した。 

 

EU 委員会のまとめによれば14，2000～2003 年における農業環境支払いへの歳出は農村振

興の歳出の 50％に達した。ただ，80％を超えるスウェーデンを筆頭に，オーストリア，イタ

リアで農業環境支払いの比率が高い一方で，オランダ，スペイン，ギリシャでは EU平均を

大きく下回る。EU15カ国の農業利用面積の約25％が給付対象面積となっているが（2002年），

80％を超える面積をカバーしている国（ルクセンブルク，フィンランド，スウェーデン，オ

ーストリア）がある一方，イタリア，スペイン，オランダ，ギリシャでは 10％に満たない。

国あるいは州や地方により，その展開の仕方には大きな差があることを示している。 

 

３） 条件不利地域助成 

条件不利地域に対する直接支払いは 1975年に導入された。ｱ）農地の農業利用を継続し，

農村社会の存続，維持に貢献すること，ｲ）農村の自然を保全すること，ｳ）環境保全上の

必要性を踏まえ，持続的な農業システムを維持増進することを目的とする（EU 理事会規

則第 1257/1999号）。標高や傾斜の条件から植物生育期間が短かったり，機械化の制約のあ

る山間地域，肥沃度が劣ったり農業所得が低水準にとどまる普通条件不利地域，定期的な

冠水や劣悪な水利条件をもつ特定条件不利地域がある。加盟国は ha当たり 25～200ユーロ

の範囲で給付単価を設定できる。なお，1999年には給付の要件として環境保全に必要な営

農方法の順守が加えられた。 

 

2005年 EU25カ国について全農地面積に占める給付面積の割合は 24％、全経営数の 14％

が受給する。給付対象となる経営の受給額は平均で 2,173 ユーロ，面積当たりの受給額は

17ユーロである。フィンランドやルクセンブルクでは農業利用面積のすべてが条件不利地

域に指定されるほか，ポルトガル，ギリシャ，スペインでも指定面積は８割を超える。山

間地域は EU15カ国の農業利用面積の 5％に満たないが，オーストリアの 59％を筆頭に，

ギリシャやフィンランドでも５割を超える15。 

 

                                                  
14 European Commission, Agri-environment Measures. Overview on General Principles, Types of Measures, and 

Application. Evaluation of Measures applied to Agriculture, Studies, 2005. ここで農村振興とは農業環境関連の

施策のほか，条件不利地域助成，青年農業者助成，農業経営の投資助成，植林助成，特定地域における振

興策などが含まれる。 
15 European Commission, Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - 

Report 2006. 
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５ 加盟国の農家経済 ―農業所得と補助金― 

 

 １） 農業所得の概念 

EU 諸国における農業所得に関する情報は通常、農業会計データネットワーク（Farm 

Accountancy Data Network,以下 FADN）から得られる。FADNは農業経営体の所得や経済活

動をモニタリングし、共通農業政策の影響を評価することを目的として、農場の構造や会

計に関するデータを収集する抽出調査による16。 

                                                  
16 FADNについて http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/fadn/index_en.htm. 

 

第７表　EU諸国における条件不利地域支払いの給付状況　（2005年）

計
うち
山間地域

1,000経営 1,000経営 ％ 1,000ha ％ ユーロ ユーロ

ベルギー 0 0 0.1 0 0 463 0

チェコ 9 4 21.5 706 20 10,426 134

デンマーク 1 0 1.3 24 1 2,349 63

ドイツ 132 13 33.8 4,278 25 2,222 69

エストニア 9 0 32.1 319 42 894 25

アイルランド 99 0 74.5 2,667 62 2,314 86

ギリシャ 104 68 12.5 1,878 58 1,585 88

スペイン 117 47 10.8 7,338 29 1,097 17

フランス 104 59 18.3 4,455 15 4,899 114

イタリア 71 49 4.1 1,742 12 2,132 87

キプロス 13 4 28.6 50 30 498 129

ラトビア 63 0 49.2 1,043 56 795 48

リトアニア 107 0 42.1 1,026 37 531 55

ルクセンブルク 2 0 64.1 116 90 10129 134

ハンガリー 5 0 0.7 189 3 1,662 36

マルタ 7 0 60.2 12 120 446 249

オランダ 4 0 5.4 34 2 690 23

オーストリア 104 76 61.2 1,650 51 2,642 57

ポーランド 117 8 4.7 1,726 11 527 29

ポルトガル 123 89 37.9 1,023 27 913 83

スロベニア 52 37 67.6 298 61 765 107

スロバキア 4 2 5.3 1,138 59 21,735 55

フィンランド 66 38 93.7 2177 95 6400 61

スウェーデン 20 7 26.7 532 17 3,426 33

イギリス
※ 48 0 16.6 4,420 26 4,984 54

EU25
※ 1,380 499 14.2 38,841 24 2,173 77

※原資料のイギリスの給付面積は誤植とみられるため、2004年データを用い算出した.

資料：European commission, Agriculture in the European Union - Statistical and Economic

Information 2007. 2008.

受給経営数 全経営数
に占める
受給経営
の割合

給付面積

農地面積
に占める
給付面積
の割合

経営当た
り支払

面積当た
り支払
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FADN が対象とする農場は EU 加盟国の農業生産の主要な部分（農業センサスもしくは

農業経営構造調査が対象とする全国の標準グロスマージン（Standard Gross Margin）の総額

の 90％以上）を把握するために、一定以上の経済規模の農場を対象とする。2007年のデー

タでは、EU27カ国で約 7.8万経営体のデータを収集し、農業センサスや農業経営構造調査

の対象となる 1400万農場のうち、540万農場を代表する。地域、経済規模、経営タイプの

３つのカテゴリーについて代表性のあるデータが収集できるように抽出される。EU 加盟

国共通の記帳方法によるミクロ経済データである。 

 

標準グロスマージンとは、地域別、経営規模別、経営タイプ別に農業経営を分類すると

きに用いる付加価値に近い概念で、各作物１haもしくは家畜１頭の産出額からその生産に

必要な変動費用を除した額となる。作物別および家畜種別の標準グロスマージンは地域別

（ドイツの Landerやフランスの Regionsなど州に相当するレベル）に３カ年平均で算出さ

れ、定期的に再計算される。 

 

個々の農業経営の標準グロスマージンは作物別および家畜種別の標準グロスマージンに

作付面積や飼養頭数を乗じ、その総和から得られ、経済規模単位（European Size Units、ESU）

や小麦生産面積相当で表わされる（１ESU＝1200ユーロ＝1.5ha小麦生産相当）。各作物お

よび各家畜種はおよそ 90 に分類され、１ha 当たり、もしくは１頭当たりの標準グロスマ

ージンが計算される。 

 

経営タイプは「穀物・油糧種子・たんぱく源作物」「その他畑作物」「園芸」「ワイン」「果

樹」「オリーブ」「永年作物混合」「酪農」「羊・ヤギ」「牛」「養鶏・養豚」「耕種混合」「畜

産混合」「耕種畜産混合」に分類されている。それぞれについて細分され、70 ほどの経営

タイプに分類できる。たとえば「酪農」経営は標準グロスマージンの２/３以上を乳牛生産

から得る経営である。 

 

各国の FADNが対象とする農業経営の下限規模はそれぞれ異なる。農業センサスもしく

は農業経営構造調査が対象とする全国の標準グロスマージンの総額の 90％以上を把握で

きるように下限規模が設定されるためである。表９のように零細な農業経営が支配的なブ

ルガリアやルーマニアでは１ESU以上、すなわち、小麦生産面積で 1.5ha以上相当の規模

の経営が対象になるのに対して、ドイツやイギリスでは 16ESU以上、小麦生産面積で 24ha

以上の経営が対象になる。表８は FADNが対象とする経営の割合や、対象とする経営で占

められる農地面積、労働力、付加価値（標準グロスマージン）の割合が示され、各国の農

業構造の違いを表している。 
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第９表 各加盟国の FADNのサンプル抽出における下限規模

欧州規模単位 
（ESU）

1 ブルガリア、ルーマニア

2 

4 チェコ、イタリア、

8 

16 ベルギー、ドイツ、オランダ、イギリス（北アイルランドを除く） 

アイルランド、エストニア、ギリシャ、スペイン、キプロス、ラトビ 
ア、リトアニア、ハンガリー、ポーランド、ポルトガル

デンマーク、フランス、ルクセンブルク、マルタ、オーストリア、 
スロバキア、フィンランド、スウェーデン、イギリス（北アイルラン 
ド） 

第８表　各国の農場数とFADNの対象農場

農場数
うちFADN
対象農場

農場 経済規模
農業利用
面積

年間労働
単位

ベルギー 51,540 34,730 65.7 96.3 99.5 92.5

ブルガリア 534,610 118,070 - - - -

チェコ 42,250 14,370 33.7 104.9 99.6 84.4

デンマーク 48,270 36,670 75.6 99.6 101.8 91.4

ドイツ 389,880 251,710 56.0 93.5 96.3 72.9

アイルランド 132,670 115,700 86.2 91.4 108.2 84.0

エストニア 27,750 6,730 24.1 76.9 96.5 54.0

ギリシャ 833,590 534,080 60.9 91.1 81.7 102.4

スペイン 1,079,420 827,740 59.3 78.0 76.9 89.7

フランス 567,140 398,520 61.9 95.6 97.0 80.8

イタリア 1,728,530 748,410 40.8 94.9 87.1 68.7

キプロス 45,170 29,900 62.7 99.6 106.7 110.3

ラトビア 128,670 19,200 14.9 77.8 70.7 36.8

リトアニア 252,950 52,390 20.7 66.3 77.4 45.5

ルクセンブルク 2,450 1,840 70.8 96.3 99.4 72.6

ハンガリー 714,790 95,930 11.4 82.9 98.8 33.4

マルタ 11,070 1,400 15.8 99.6 48.3 63.4

オランダ 81,830 62,990 76.5 100.8 102.9 87.6

オーストリア 170,640 75,950 43.5 87.4 75.5 72.0

ポーランド 2,476,470 757,670 30.6 91.8 84.7 59.9

ポルトガル 323,920 142,450 39.3 73.6 73.4 48.6

ルーマニア 4,256,150 1,235,970 - - - -

スロベニア 77,170 39,860 48.8 78.2 92.0 75.7

スロバキア 68,490 3,220 5.4 88.8 106.1 70.8

フィンランド 70,620 44,740 61.5 99.5 94.1 78.0

スウェーデン 75,810 28,910 37.6 94.6 85.3 56.6

イギリス 286,750 94,070 33.8 101.5 92.0 66.4

農業経営構造調査実施年は2005年，標準グロスマージン計算年次は2002年。

農業経営構造調査 FADNによるカバー率（％）

FADNのカバー率は、それぞれ全国農場数、全国の標準グロスマージンの総和、全国の農
地面積、全国の総労働単位数に占めるFADN対象規模経営の割合である。

資料：Eurostat, Farm Accounting Data Network An A to Z of methodology.
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 ２） EU諸国における農業所得の構造 

図４は EU 加盟 27 カ国における家族労働単位当たりの経営純所得（farm net income / 

revenue net d’exploitation）である。以下では特に記さない限り、所得にはこの経営純所得を

用いる。ここで、経営純所得は総生産額－総中間消費額＋補助金－租税公課－減価償却費

－賃金－賃貸料－利子で表わされ、農業経営者が自ら所有する生産要素（労働、土地、資

本）に対する報酬と経営リスクに対する報酬（損失）から成る所得である。年間労働単位

（Annual Work Unit）は１年間のフルタイム労働１人の労働量を１単位とし、家族労働単位

は労働力のうち経営者家族の労働者による労働量である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25カ国（現加盟 27カ国のうちルーマニアとブルガリアを除く）の平均の家族労働単

位当たり経営純所得は 1.4万ユーロである。最も所得が高いのはベルギー3.2万ユーロ、低

いのがスロベニア 4,200ユーロ、両国の間には約 7.5倍の格差がある。EU25カ国の平均を

上回る新規加盟国はない。 
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 表 10は FADNからみた EU各国の経営構造である。農業所得は上述した経営純所得であ

る。ここでも総産出額（total output / total production brute）
17の大きさから、加盟各国の経

営規模の様子をうかがえよう。最も零細なのがスロベニア、ギリシャ、ポルトガルである。

いずれも地中海に面した諸国である。他方、規模の大きいのが畜産部門、園芸部門ともに

非常に集約的な農業が発達したオランダ、集約的な畜産部門が発達したデンマークである。

新規加盟国ではスロバキア、チェコの規模が大きい。経営面積はそれぞれ 543ha、243ha

である。EU27カ国における１経営当たりの平均雇用者数（フルタイム換算）は 0.38人で

あるが、この２国はそれぞれ 16.1人、7.2人である。この２国は旧体制の集団農場の形態

を一定程度引き継いだためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                  
17 総産出額は生産物販売額、自家消費分相当額、在庫変動、その他収入から成る。その他収入には一時

的な農地貸付、家畜の預託引受、林産物、作業受託、機械貸付、短期利子、ルーラルツーリズム収入、前

期営農収入などが含まれる。 

第10表　FADNからみた各国農業経営の構造　（2006年）

総産出額 中間消費 減価償却
賃金・利
子・賃貸料 補助金

*
経営
純所得

家族労働単
位当たり経
営純所得

経営純所得
に占める補
助金割合

€ € € € € € € ％

ベルギー 180,788 102,347 20,431 21,891 20,332 55,178 35,921 37

キプロス 23,557 14,732 4,075 3,110 3,621 5,470 5,914 66

チェコ 272,673 211,384 26,478 71,682 62,780 23,826 11,896 263

デンマーク 241,612 152,652 29,105 67,899 30,503 19,222 23,085 159

ドイツ 179,763 119,423 24,302 33,698 33,175 34,350 23,230 97

ギリシャ 18,307 7,414 2,609 2,005 6,058 12,449 11,476 49

スペイン 38,790 17,098 2,611 4,231 6,396 21,374 19,730 30

エストニア 67,915 51,267 7,037 12,242 16,226 14,229 7,399 114

フランス 125,776 76,864 23,202 22,770 27,627 30,230 21,508 91

ハンガリー 49,648 35,189 6,333 10,409 10,367 7,930 9,031 131

アイルランド 35,270 24,445 7,312 3,881 18,394 16,722 16,151 110

イタリア 51,359 21,671 6,336 5,822 5,921 23,952 22,224 25

リトアニア 25,316 17,304 3,683 2,943 8,502 13,976 8,723 61

ルクセンブルク 170,574 120,039 41,848 17,809 40,910 40,916 29,092 100

ラトビア 34,859 26,616 4,672 4,926 12,497 12,490 6,994 100

マルタ 55,531 36,891 3,209 3,701 10,457 22,691 14,020 46

オランダ 324,187 186,769 38,264 61,936 16,529 49,253 34,544 34

オーストリア 62,091 35,251 15,518 4,987 20,438 27,690 18,826 74

ポーランド 23,282 13,726 3,532 1,286 4,921 9,087 5,865 54

ポルトガル 21,224 11,565 3,483 2,691 5,151 8,779 6,686 59

フィンランド 65,974 58,984 19,947 10,184 40,816 17,941 14,564 228

スウェーデン 129,100 101,175 28,524 23,668 34,417 10,048 8,692 343

スロバキア 368,455 322,546 132,511 120,481 104,380 -101,158 150 -

スロベニア 15,504 9,400 5,595 763 4,679 3,668 2,042 128

イギリス 206,642 146,847 25,138 45,414 47,032 36,113 27,637 130

EU27 63,110 36,608 8,869 9,905 12,133 19,700 15,802 62

*単一支払い、条件不利地域支払、環境支払などの年払いの補助金で投資助成は含まない.

資料：EU FADN Databaseより作成.
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各経営が受け取る補助金の額は EU27カ国平均で、12,133ユーロである。補助金は毎年

給付を受ける補助金で、投資助成を含まない。すなわち、EU が全額負担する単一支払い

や一部に残る繁殖メス牛奨励金などのカップリングされた支払い、EU と加盟国が支出を

分担する条件不利地域支払いや農業環境支払い、また、加盟国政府や地方団体による助成

金などが含まれる。 

 

経営当たり補助金が最も少ないのがキプロス（3,621 ユーロ）である。平均経営面積は

7.8ha で、マルタの 3.4ha、ギリシャの 6.9ha に続いて小規模である。他方、最も多額の

給付を受けるのがスロバキア（104,380 ユーロ）、チェコ（62,780 ユーロ）である。すで

に述べたように雇用労働を多数抱えた大規模経営が存在する国である。この新規加盟２カ

国を除くと、イギリス、ルクセンブルク、フィンランドで特に経営当たりの受給額が高い。 

 イギリスの経営面積は 158haで、フランスやドイツの経営面積それぞれ 75ha、80haの

２倍にのぼり、単一支払いの受給額が多いためである。フィンランドでは酪農向けの国内

助成の給付額が大きい。 

 

 経営純所得に対する補助金の割合は EU27 カ国平均で 62％である。最も低いのがイタ

リア（25％）、スペイン（30％）、オランダ（34％）であり、ワインやオリーブ、果樹など

の永年作物や園芸作物の生産が発展した地域で、CAP改革による直接支払制度の主たる品

目である穀物や草食家畜（牛、羊、ヤギ）生産の割合が低い諸国である。他方、新規加盟

のスロバキア、チェコ２カ国を除くと、スウェーデン（343％）、フィンランド（228％）、

デンマーク（159％）の北欧諸国で特に高い。 

 

 ３） 農業所得における補助金 

 補助金が農業所得に与える影響についてより詳細に検討するために、CAP改革以降に最

も直接支払いへの依存を高めた畑作経営と畜産経営に限定したのが第 11 表である18。 

 

 畑作経営の場合、経営純所得に占める補助金の割合は 87％になる。最も割合が低いのは

オランダ（35％）、マルタ（40％）、ベルギー（42％）、スペイン（48％）である。経営タ

イプの分類では畑作に分類されるが、これらの国々では園芸作等が組み込まれることによ

り、直接支払いへの依存を低くしているものとみられる。他方、特に割合が高いのがスウ

ェーデン（635％）、スロベニア（382％）、フィンランド（376％）である。スロバキアで

は、畑作経営、畜産経営ともに経営当たり補助金の受給額は最も高いが経営純所得は赤字

                                                  
18 FADN における農業経営の分類には８分類と１４分類がある。ここでは８分類を用いた。その内訳は

畑作（Fieldcrops）、園芸（Horticulture）、ワイン（Wine）、永年作物（Permanent crops）、酪農（Milk）、

草食家畜（酪農を除く）（Grazing livestock）、養豚・養鶏（Pigs/poultry）、複合経営（Mixed）である。

ここでは便宜的に草食家畜（酪農を除く）の分類を畜産経営とした。 
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となっている。 

 

第11表　畑作経営、畜産経営における経営純所得と補助金

経営純
所得 (A)

補助金
*

(B)
B/A

経営純
所得 (A)

補助金
*

(B)
B/A

€ € ％ € € ％

ベルギー 50,735 21,391 42 46,169 33,476 73

キプロス 5,082 4,507 89 14,642 10,508 72

チェコ 20,851 54,621 262 27,058 87,894 325

デンマーク 12,053 23,357 194 - - -

ドイツ 36,353 48,246 133 23,843 39,237 165

ギリシャ 11,156 8,217 74 21,167 9,202 43

スペイン 21,372 10,829 51 26,825 11,176 42

エストニア 12,125 13,648 113 10,536 15,179 144

フランス 29,524 36,580 124 23,225 34,507 149

ハンガリー 8,417 12,006 143 7,905 13,636 172

アイルランド 24,158 19,553 81 11,138 17,114 154

イタリア 16,190 7,747 48 36,065 13,513 37

リトアニア 14,462 10,718 74 24,704 10,428 42

ルクセンブルク - - - 33,934 49,791 147

ラトビア 10,817 14,158 131 18,975 19,563 103

マルタ 12,853 5,109 40 - - -

オランダ 54,603 18,852 35 17,535 17,111 98

オーストリア 28,890 29,042 101 22,407 23,711 106

ポーランド 9,590 6,455 67 13,547 6,866 51

ポルトガル 6,116 4,742 78 14,037 12,589 90

フィンランド 8,525 32,058 376 17,473 72,987 418

スウェーデン 3,935 24,982 635 16,539 61,918 374

スロバキア -41,413 56,693 - -51,698 149,212 -

スロベニア 828 3,161 382 2,652 6,375 240

イギリス 51,583 57,972 112 9,581 50,216 524

EU27 17,379 15,159 87 20,298 19,795 98

資料：EU FADN Databaseより作成.

畑作経営 畜産経営

*単一支払い、条件不利地域支払、環境支払などの年払いの補助金で投資助成は含ま
ない.

 

 

 畜産経営ではイギリス（524％）19、フィンランド（418％）、スウェーデン（374％）で

特に高い割合となっている。フィンランドやスウェーデンといった北欧諸国では畑作経営、

畜産経営ともに、直接支払いにみる補助金で経営が支えられている。 

畑作経営と畜産経営における農業所得に占める補助金の割合の推移を示したのが第５図

である。1992年の共通農業政策の改革では、穀物について支持価格を３カ年で 29％引き下

                                                  
19 FADNによれば 2006年のイギリスについて、東イングランド草食家畜（酪農を除く）経営の経営純所

得が 9.6万ユーロの赤字となっており、イギリス全体の値に反映した。なお、2005年についてイギリスの

草食家畜（酪農を除く）経営における経営純所得は 24,143ユーロ、補助金は 49,186ユーロで、後者が前

者に占める割合は 204％である。羊を中心に草食家畜経営が支配的なスコットランドで 304％と割合が高

い。 
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げ、牛肉について同じく 15％引き下げ、それにより被る所得の減少を補てんする直接支払

いが導入された。1999 年には穀物についてさらに２カ年で 15％、牛肉について３カ年で

20％の支持価格が引き下げられた。このときの直接支払いの増額は支持価格引き下げに伴

う所得減少の 50％相当であった。農業所得に占める補助金の割合は農産物価格や投入財価

格の動向の影響を受けつつも、直接支払いの増額に伴い上昇を続けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

４） 直接支払いの給付状況20
 

 2006 年の FADN データによれば、経営当たり直接支払いの受給額の平均値は 12,200 ユ

ーロ、このうち 72％が EU直接支払い（通称、第１の柱（ピラー））、11％が加盟国直接支

払い、16％が条件不利地域支払いや環境支払いなどの EU 農村振興（同じく第２の柱（ピ

ラー））の直接支払いである。受給額は EU15 カ国の平均が 13,820 ユーロであるのに対し

て、新規加盟 10カ国の平均 6,920ユーロである。EU15カ国では EU直接支払いが 79％を

占めるのに対して、新規加盟 10カ国では 29％にとどまる。2004年に加盟した 10カ国にお

ける EU直接支払いの給付水準は、2004年には EU15カ国の 25％であるが、2013年までに

                                                  
20 European Commission, Direct payments distribution in the EU-25 after implementation of the 2003 CAP reform 

based on FADN data. Note to the file. 2008.によった。 
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100％まで引き上げられる。その間、新規加盟国はその差額について加盟国政府による補て

んが認められている。 

 

 加盟国の財源による直接支払いの EU15 カ国の平均は 5％であるが、フィンランドは例

外的に 57％に達する。これは 1995 年の新規加盟国に対して EU 加盟条約の中で政府独自

の助成金給付が認められたためである21。 

 

 2004～2006年の間に直接支払いの平均受給額は 1,910ユーロ、19％増加した。これは 2006

年が酪農直接支払いの増額の最終年であったこと、砂糖に関する直接支払いが導入され単

一支払いに組み入れられたこと、新規加盟国における単一面積支払いと加盟国による支払

い補てんが増額したことによる。 

 

第12表　経営当たりの直接支払受給額とその内訳
（€）

2004 2006 06-04 2004 2006 06-04 2004 2006 06-04

EU直接支払 7,500 8,780 1,280 9,460 10,850 1,390 1,270 2,010 740

カップリング 7,210 1,500 -5,710 9,460 1,950 -7,510 30 50 20

デカップリング 300 7,280 6,980 0 8,910 8,910 1,240 1,970 730

加盟国直接支払 1,130 1,330 200 830 720 -110 2,090 3,320 1,230

農村振興直接支払 1,550 1,970 420 1,890 2,120 230 460 1,470 1,010

その他 110 120 10 130 120 -10 20 120 100

計 10,290 12,200 1,910 12,310 13,820 1,510 3,830 6,920 3,090

（％、ポイント）

2004 2006 06-04 2004 2006 06-04 2004 2006 06-04

EU直接支払 73 72 -1 77 79 2 33 29 -4

カップリング 70 12 -58 77 14 -63 1 1 0

デカップリング 3 60 57 0 64 64 32 28 -4

加盟国直接支払 11 11 0 7 5 -2 55 48 -7

農村振興直接支払 15 16 1 15 15 0 12 21 9

その他 1 1 0 1 1 0 1 2 1

計 100 100 0 100 100 0 100 100 0

　EU直接支払：　規則第1782/2003号に基づく直接支払い、通称「第１の柱（First pillar)」における直接支払い
　　　カップリング支払　 ：　生産にリンクした支払い、第69条に基づく支払を含む
　　　デカップリング支払：　単一支払スキーム（SPS）、単一面積支払スキーム（SAPS）

　加盟国直接支払：　加盟国の財源による助成金、新規加盟国における補足直接支払（CNDP）を含む
　農村振興直接支払：　規則第1698/2005号における支払いのうち投資助成を除く、条件不利地域支払や環境支払など　　から
なり、EUと加盟国が共同で負担

資料：European Commission, Direct payments distribution in the EU-25 after implementation of the 2003 CAP reform based on

FADN data. Note to the file. 2008.

EU２５ EU１５ 新規加盟１０カ国

EU２５ EU１５ 新規加盟１０カ国

 

 

 

  

                                                  
21 加盟条約第 141条、及び第 142条。 

       表 12 経営当たりの直接支払受給額とその内訳 
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EU15カ国では、2006年にデカップリングされていない EU直接支払いが 18％残ってい

る。特に高いのがオランダ（62％）、ポルトガル（48％）で酪農直接支払いがデカップルさ

れずに残っている。また、スペイン、フランスにおいてそれぞれ 32％、29％がデカップリ

ングされていない。この２カ国では穀物に対する耕種作物に対する面積支払いの 25％、お

よび繁殖メス牛に対する頭数支払いの 100％について、カップリングを維持する措置をと

ったことによる。なお、アイルランド、ルクセンブルク、イギリス、ドイツ、デンマーク

ではデカップリングされていない EU直接支払いは 5％以下となった。 

 

図６には EU 直接支払い（第１ピラー）を受給する生産者について受給額別にその割合

が示される（2006年、EU15カ国）。EU15カ国で EU直接支払いを受給するのは 521.3万経

営である。農業センサスもしくは農業構造調査で得られる農業経営数（2005年）は 656.9 

万経営あり22、これに対して受給者数は 79％である。 

 

受給者のうち 2,000ユーロ以下の直接支払いを受給する経営は 49.2％、500ユーロ以下で

                                                  
22 農業構造調査（Farm structural survey）の対象は農業利用面積１ha以上、もしくは一定の販売額を超え

る経営である。 
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は 29.2％にのぼる。他方、２万ユーロ以上受給する経営は 7.5％に過ぎないが、直接支払総

額の 58.1％が集中し、５万ユーロ以上受給する経営（全体の 1.8％）に 29.2％が集中する。 

 

 国別に見ると受給者の多いのがイタリア 158万人で、EU15カ国の受給者の 30％に及ぶ。

スペイン（89.7万人）、ギリシャ（86.8万人）、フランス（42.7万人）がそれに続く。ポル

トガルを含め、EU諸国の中では零細な農業構造が支配的な地中海諸国で受給者数は多く、

少額受給者がきわめて多い。1,250ユーロ以下の受給者はポルトガルの 77.6％（うち 57.1％

が 500ユーロ未満）を筆頭に、イタリア 73.7％（同じく 55.0％）、ギリシャ 63.4％、スペイ

ン 50.4％である。他方、1,250 ユーロ以下の受給者の割合が小さいのがルクセンブルク

（11.5％）、フィンランド（12.6％）、アイルランド 13.8％である。 

 

 1,250万ユーロ以下の受給者に対する支払総額は 17.5億ユーロ、全体の 5.3％、500万ユ

ーロ以下の受給者に対する支払総額は 6.9億ユーロ、全体の 2.1％である。欧州委員会はヘ

ルスチェック提案において、直接支払い給付の下限を設けようとしたのは、このような多

数の零細受給者の存在による行政コストの削減を意図したためであった。 

 

 ５） 所得構成にみる補助金の内訳―フランスを例に― 

表13は2005年のフランスにおける主要な経営タイプの経営所得と補助金の内訳を示す。

フランスにおいて FADNデータとして抽出、集計されたものだが、所得概念は経営純所得

と若干、異なる税引き前経常収支（Résultat courant avant impôt）が用いられている23。 

 

平均すると，フランスの農業経営は得られる収入 15.4万ユーロのうち、直接支払いなど

投資助成を除く補助金の受給額は 18％、経営所得 2.8 万ユーロに対してその割合は 98％

になる。1992年の共通農業政策の改革以降，支持価格の引き下げと直接支払いによる所得

補填の影響を強く受けた普通畑作経営や肉牛経営では，経営所得のそれぞれ 1.66倍、1.57

倍の補助金で経営が成り立っている。 

 

補助金の内訳をみると、肉牛経営において条件不利地域支払いや農業環境支払いの給付

額が高い。これは肉牛経営の多くは条件不利地域や山間地域おいて粗放的に営まれる肉専

用種の繁殖牛経営で構成されるためである。 

 

図７は 1990年以降の畑作経営、肉牛経営における経営当たりの補助金の受給額の推移を

示す。金額は 2006年の貨幣価値に実質化されている。1992年の CAP改革により支持価格 

                                                  
23 対象となる経営は 8UDE以上（小麦生産面積 12ha相当以上）に加えて、フランスではフルタイム労働

（2300 時間/年）の 3/4 以上の労働を投入することが抽出経営の要件になる。これら農業経営をもって、

統計上「プロフェッショナル」経営として定義される。いわば，農業を主とした就業者が少なくとも１人

程度いる経営である。このような経営は農業経営体数 54.5万のうち，63％にあたる（2005年）。 
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第13表　フランスの農業経営タイプ別の経営所得と補助金
　（2005年）

（1000ユーロ）
全体 普通畑作 蔬菜園芸 酪農 肉牛

収入 153.8 153.4 230.3 133.2 100.3

総産出額 126.4 113.5 226.5 110.0 62.2

補助金 27.4 39.9 3.8 23.2 38.1

費用 125.8 129.3 199.6 104.4 76.1

物財費 43.6 49.6 74.8 35.3 23.9

借地料 9.7 13.2 3.1 7.3 6.3

人件費 10.4 7.3 48.9 1.4 1.1

減価償却費 23.3 24.6 25.7 22.8 17.1

その他費用 38.8 34.6 47.1 37.6 27.7

経営所得 28.0 24.1 30.7 28.8 24.2

* 経営所得は税引き前経常収支（Resultat courant avant impot），すなわ

ち、総生産額＋補助金（投資助成を除く）－中間消費－賃金－支払利
子－支払地代－減価償却－租税公課である。欧州委員会統計局
（Eurostat）が公表する農業純所得にほぼ相当するが、投資助成が含ま

れないなど、集計上の概念は若干異なる。  

補助金の内訳

全体 普通畑作 酪農 肉牛

耕種部門直接支払い 14.7 35.8 8.2 3.0

畜産部門直接支払い 8.5 2.4 9.7 24.8

条件不利地域支払い 1.6 0.1 2.4 4.1

環境支払い 1.7 0.9 2.1 4.4

その他 0.9 0.7 0.8 1.8

計 27.4 39.9 23.2 38.1

資料：Agreste, Rapport RICA 2005. 2007.

 

表 13 フランスの農業経営タイプ別の経営所得と補助金 （2005年） 
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が引き下げられ、直接支払いにより所得補填がされてきた。穀物の支持価格の引き下げが

牛肉のそれを上回ったことから、畑作経営における受給額の伸びが著しいが、2003年から

２つの経営タイプの受給額は肩を並べている。肉牛経営にみる 1996年のピークは BSE発

生に伴う特別措置、2003年のピークは干ばつに伴う特別措置が講じられたためである24。 

 

６ 結びにかえて 

 

EU農政は 1992年の改革により、価格支持から直接支払いによる所得維持へ大きく舵を

きった。引き続き農政改革が進められた結果、農業歳出の構成は大きく変わった。農業所

得に匹敵する直接支払いの給付をうける農業経営は EU 諸国ではもはやめずらしくはない。

EU における現行の直接支払制度は持続的な政策手法であり続けるのだろうか。一定の見

直しを迫る要素が３つある。 

 

第１は直接支払いの正当性（légitimité）である。2003年の改革で実施された単一支払い

の導入、すなわち、直接支払いのデカップリングにより、農業者は特定の作物や家畜を生

産することなく、かつての助成額の給付を受けている。農業者は一定の保全管理を行えば、

農業生産に従事することなく、同額の直接支払いを受給することも可能である。また、昨

今見られた穀物価格の高騰のように、農産物価格が上昇し顕著に所得が向上しても、受給

できる直接支払いは同額である。直接支払いの給付には特定の環境保全に関する順守要件

や、環境保全・家畜衛生などの関連規則の順守要件が設定されているが、それだけで農業

者が受給する多額の直接支払いの十分な根拠となるのだろうか。時間が経過すれば、かつ

て受給していたから受け取れるという権利は色あせざるを得ない。EU 農政の主要なツー

ルとなった直接支払いには、納税者や EU市民に対するいっそうの理解が得られるように、

2013年以降の新しい制度設計が求められることになろう。 

 

第２は財政問題である。2000-06年や 2007-2013年の財政枠組みの協議において、EU財

政への純拠出国を中心に EU財政全体の圧縮を強く求めたように、2013年以降の共通農業

政策の行方は財源問題に関する加盟国間、機関間（欧州理事会、欧州議会、欧州委員会）

の交渉が大きく左右する。2007-13 年の財政枠組みでは、主として直接支払いを賄う第１

ピラーの財源を 2006年水準に維持することについて、2002年 10月ブラッセル欧州理事会

は早々に合意した。他方、その他の歳出項目は欧州委員会提案に対して、その後の交渉の

中で軒並みカットされた妥結した。農業歳出にも強い削減圧力が見通される中で、過去の

支払い実績に規定される現行の水準について修正が迫られよう。 

 

第３は直接支払いの分配の構造である。直接支払いが生産と切り離されたことで、生産

                                                  
24

 Agreste, Rapport RICA 2006. Les dossiers n 2, septembre 2008. 
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者は市場動向を見て品目を選択できる。しかし、農業生産には生産立地上の制約が付きま

とうから、地域間の格差が発生する。過去実績が硬直的となれば、これを解消することが

できない。高額の直接支払いを受給する経営に対して受給額の一部を減額し、農村振興に

かかる財源に充てる措置がある（「モデュレーション」）。農村振興の歳出のうち、その過半

は農業環境支払いや条件不利地域助成であり、環境保全や条件不利地域に支配的な粗放的

な草地畜産への助成金の確保に寄与している。他方、加盟国は直接支払いの上限枠の 10％

を限度に、環境保全や品質向上などなど特定の要件を満たす場合には特定の品目に対する

支払いが認められている（通称「第 68 条スキーム」理事会規則第 1782/2003 号）。ヘルス

チェックはこの適用範囲の拡大を認め、より柔軟に部門間や地域間の農業所得格差を是正

することが可能になった。デカップリングを進める一方で、農村振興の財源活用を含め、

加盟国もしくは地域のレベルの裁量を媒介に、現行の直接支払制度にみる過去実績の是正

が進むだろう。 
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